
■都道練馬川口線（第６８号）土支田通り（練馬区土支田三丁目～大泉町二丁目）

練馬区～埼玉県川口市に至る延長３．３ｋｍの都道として道路認定
されています。当事務所では、土支田三丁目から大泉町二丁目まで
の延長２２０ｍで事業を進めています。
この整備により地域交通の円滑化、歩行者等の安全性、利便性の
向上、地域の活性化などの効果が期待されています。
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■路線名 都道練馬川口線（第６８号）土支田通り
■事業着手 平成２２年７月２３日 東京都告示第１０２４号（道路区域決定）
■事業区間 練馬区土支田三丁目～大泉町二丁目
■延長 ２２０ｍ
■計画幅員 １２ｍ
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